
議 案 第 59 号

　　　

（総　　則）

第1条　平成31年度病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量） 

第2条　業務の予定量は、次のとおりとする。

  1．

(1)

床

床

床

(2)

人

人

人

(3)

人

人

(4) 主要な建設改良事業

○医療器械整備 千円

○用地取得事業 千円

8

計 600

平 成 31 年 度 松 戸 市 病 院 事 業 会 計 予 算

病 床 数

一 般 病 床 592

市立総合医療センター事業

年 間 延 患 者 数

入 院 患 者 数

感 染 病 床

計 434,320

１日平均患者数

190,320

外 来 患 者 数 244,000

366,669

28,453

入 院 患 者 数 520

外 来 患 者 数 1,000

－ 1 －



  2．

(1)

床

(2)

人

人

人

(3)

人

人

  3． 市 立 介 護 老 人 保 健 施 設 梨 香 苑 事 業

(1) 人

(2)

人

人

人

(3)

人

人

年 間 延 患 者 数

入 院 患 者 数 54,460

市 立 東 松 戸 病 院 事 業

病 床 数

一 般 病 床 181

１日平均患者数

外 来 患 者 数 22,714

入 院 患 者 数 148

外 来 患 者 数 93

計 77,174

年 間 延 利 用 者 数

入 所 者 数 17,385

通 所 者 数 441

入 所 定 員 50

入 所 者 数 47

通 所 者 数 1

計 17,826

１ 日 平 均 利 用 者 数

－ 2 －



（収益的収入及び支出）

第3条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

  第1款 千円

 第1項 千円

 第2項 千円

 第3項 千円

 第4項 千円

 第5項 千円

  第2款 千円

 第1項 千円

 第2項 千円

 第3項 千円

  第3款 千円

 第1項 千円

 第2項 千円

 第3項 千円

市立総合医療センター事業収益 20,133,709

医 業 収 益 18,082,947

収 入

特 別 利 益 312

医 業 外 収 益 1,718,263

看 護 学 校 収 益 176,712

市立東松戸病院事業収益 2,505,110

保 育 所 収 益 155,475

特 別 利 益 1

医 業 収 益 1,934,841

医 業 外 収 益 570,268

施設事業外収益 17,922

特 別 利 益 1

市立介護老人保健施設梨香苑事業収益 248,303

施 設 事 業 収 益 230,380

－ 3 －



  第1款 千円

 第1項 千円

 第2項 千円

 第3項 千円

 第4項 千円

 第5項 千円

 第6項 千円

  第2款 千円

 第1項 千円

 第2項 千円

 第3項 千円

 第4項 千円

  第3款 千円

 第1項 千円

 第2項 千円

 第3項 千円

 第4項 千円

医 業 外 費 用 553,752

看 護 学 校 費 用 190,047

支 出

市立総合医療センター事業費用 21,339,558

医 業 費 用 20,374,106

予 備 費 30,000

保 育 所 費 用 180,940

特 別 損 失 10,713

市立東松戸病院事業費用 2,505,110

医 業 費 用 2,478,866

予 備 費 5,000

医 業 外 費 用 21,242

特 別 損 失 2

市立介護老人保健施設梨香苑事業費用 248,303

施 設 事 業 費 用 246,512

予 備 費 1,000

施設事業外費用 789

特 別 損 失 2

－ 4 －



（資本的収入及び支出）

  第1款 千円

 第1項 千円

 第2項 千円

 第3項 千円

 第4項 千円

 第5項 　 千円

 第6項 千円

  第2款 千円

 第1項 千円

 第2項 千円

 第3項 千円

 第4項 千円

  第3款 千円

 第1項 千円

 第2項 千円

 第3項 千円

　

第4条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

　対し不足する額821,949千円は、過年度分損益勘定留保資金821,949千円で補てんするものと

　する。) 。

1,210,287

企 業 債 335,600

出 資 金 803,683

収 入

市立総合医療センター資本的収入

寄 附 金 1

負 担 金 71,000

投 資 2

固 定 資 産 売 却 代 金 1

市立東松戸病院資本的収入 49,749

企 業 債 19,600

市立介護老人保健施設梨香苑資本的収入 967

出 資 金 30,147

固 定 資 産 売 却 代 金 1

寄 附 金 1

寄 附 金 1

出 資 金 965

固 定 資 産 売 却 代 金 1

－ 5 －



  第1款 千円

 第1項 千円

 第2項 千円

 第3項 千円

 第4項 千円

  第2款 千円

 第1項 千円

 第2項 千円

 第3項 千円

  第3款 千円

 第1項 千円

 第2項 千円

（企　業　債）

第5条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

投 資 52,680

償 還 金 1,518,056

支 出

市立総合医療センター資本的支出 2,004,785

建 設 改 良 費 424,049

建 設 改 良 費 23,140

償 還 金 47,596

予 備 費 10,000

市立東松戸病院資本的支出 75,736

建 設 改 良 費 1,931

予 備 費 500

予 備 費 5,000

市立介護老人保健施設梨香苑資本的支出 2,431

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　率 償 還 の 方 法

市 立 総 合 医 療 セ ン タ ー

用 地 取 得 事 業
28,400 千円

市 立 総 合 医 療 セ ン タ ー

医 療 器 械 整 備 事 業
307,200 千円

証書借入

又は

証券発行

4.5％

以内

 

この資金は借入先の融通条

件により償還する。

ただし、企業財政の都合に

より据置期間及び償還期限

を短縮し、若しくは繰上償

還又は低利債に借換えする

ことができる。市 立 東 松 戸 病 院

医 療 器 械 整 備 事 業
19,600 千円

－ 6 －



（一時借入金）

第6条　一時借入金の限度額は、次のとおりと定める。

  1． 千円

  2． 千円

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

  

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

  1．

(1) 千円

(2) 千円

  2．

(1) 千円

(2) 千円

  3． 市立介護老人保健施設梨香苑事業

(1) 千円

2,500,000

市 立 東 松 戸 病 院 事 業 300,000

市立総合医療センター事業

医 業 費 用

第7条 　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

施 設 事 業 費 用

施設事業外費用

医 業 外 費 用

看 護 学 校 費 用

保 育 所 費 用

特 別 損 失

第8条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

　それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

市立総合医療センター事業

職 員 給 与 費 10,776,821

市 立 東 松 戸 病 院 事 業

職 員 給 与 費 1,718,355

交 際 費 36

交 際 費 117

職 員 給 与 費 187,029

－ 7 －



（たな卸資産購入限度額）

第9条　たな卸資産の購入限度額は、次のとおりと定める。

  1． 千円

  2． 千円

市立総合医療センター事業 3,041,873

市 立 東 松 戸 病 院 事 業 83,276

平 成 31 年 2 月 22 日 提 出

 松 戸 市 長　   本 郷 谷   健 次

－ 8 －


